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議案第９６号 

白岡市給水条例の一部を改正する条例 

白岡市給水条例（平成１０年白岡町条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１の３０ミリメートルの項中「１，５２３，０００円」を「１，

４００，０００円」に改め、同表の４０ミリメートルの項中「３，２３８

，０００円」を「２，５００，０００円」に改め、同表の５０ミリメート

ルの項中「６，０９５，０００円」を「３，９００，０００円」に改め、

同表の７５ミリメートルの項中「１７，１４２，０００円」を「８，８０

０，０００円」に改め、同表の１００ミリメートルの項中「３５，２３８

，０００円」を「１５，６００，０００円」に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第２５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メーター

口径 

基本料金 

（１月につき） 

超過料金 

（１立方メートルにつき） 

基本水量 金額 

１３ミリ

メートル 

８立方メ

ートル 

１，２４

８円 

８立方メートルを超え、２０立方

メートルまで １３７円 

２０立方メートルを超え、３５立

方メートルまで １６０円 

３５立方メートルを超え、５０立

方メートルまで １８３円 

５０立方メートルを超え、１００

立方メートルまで １９５円 

１００立方メートルを超え、５０

０立方メートルまで ２１８円 

５００立方メートルを超え、１，

０００立方メートルまで ２２９

円 

１，０００立方メートルを超え、

２０ミリ

メートル 

８立方メ

ートル 

２，１９

８円 
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別表第３臨時用の項中「４７０円」を「５３８円」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３，０００立方メートルまで ２

６３円 

３，０００立方メートルを超え、

５，０００立方メートルまで ３

０９円 

５，０００立方メートルを超える

分 ３４４円 

２５ミリ

メートル 

 ２，８９

７円 

１立方メートルから３５立方メー

トルまで １６０円 

３５立方メートルを超え、５０立

方メートルまで １８３円 

５０立方メートルを超え、１００

立方メートルまで １９５円 

１００立方メートルを超え、５０

０立方メートルまで ２１８円 

５００立方メートルを超え、１，

０００立方メートルまで ２２９

円 

１，０００立方メートルを超え、

３，０００立方メートルまで ２

６３円 

３，０００立方メートルを超え、

５，０００立方メートルまで ３

０９円 

５，０００立方メートルを超える

分 ３４４円 

３０ミリ

メートル 

４，４０

８円 

４０ミリ

メートル 

７，９８

１円 

５０ミリ

メートル 

１４，２

３２円 

７５ミリ

メートル 

３８，８

１６円 

１００ミ

リメート

ル 

 

 

 

 

 

６７，６

１２円 

１５０ミ

リメート

ル以上 

管理者が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の白岡市給水条例の規定による水道料金の算定は、令和８年６

月１日以降に算定する水道料金について適用し、同日前に算定する水道

料金については、なお従前の例による。 

 

  令和７年１２月１日提出 

 

                    白岡市長 藤井 栄一郎   

 

提 案 理 由  

水道事業の経営の健全性を維持するため、水道料金等を見直す必要が生

じたことから、本条例改正の必要を認め、この案を提出するものである。 


